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医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
整
ハ
条

の
一
一
一
第
五
項
及
び
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
在
改
正
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣
小
宮
山
洋
子

医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
在
改
正
す
る
省
令

医
療
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第 5811号幸田官

刻
司
湖
コ
副
首
剖
削
る
。

第
三
十
五
条
第
二
項
中
「
前
項
涜
五
号
の
」
の
下
に
「
合

併
後
存
続
す
る
医
療
法
人
の
一
在
加
え
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

木曜日平成 24年 5月 31日



医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
E
す
る
省
令
案

新
旧
対
照
条
文
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医
療
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
)

(
抄
)

(
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)

3 2 第 第
な|第 一けを九 な|と を 令~ず， によー
方一都~\れ言己条 方が 支 易 つり条
法項道略八ば載の f去で、 援 い、の
にの府) なし二 に き す 抽 て 同 四
よ報県 ( ら た よる る 出 、条

り告知 略な業地 り 機 た し医第都
公書事 )い務域 公能 め

、
療一道

表のは 。に医 表を
、
適 を項府

す内 関療 し 有 病 切 受及県 改
る容法 す支 なす 院 けび知
もを第 る援 け る 等 比 る第事
のイ 十 報病 れ イ 較 者 二 は
とン 告院 ばン 関 しが項 正
す タ 条 書の な タ す た 病 の 法
る lの を開 ら lる 上 院規第
。ネ 都設 なネ d情 で 等定六

ツ 第 道者 し、ツ 報 病 のに条 案
ト二 府は 。ト を

等院
選 ょ の

の 項 県 の 廿行』 択 り二
手IJの 知次 手IJ易 を 報第
用 規 事に 用 選 必 告五
そ 定 lこ掲 そ 検 十尺 要 さ項
の 提げ の 索 す な れの
{也 よ 出る 他 す る 情 た規
適 り し事 適 る

、開
報 事定」

切
、

な項 切
ラF

と を 項に」

3 2 第 第
の第 一けを九 。によー

と一都~\れ記条 行令'f カ2援 抽 つり条
す項道略八 ば載の を 書 で す 出 医 いの
るの府) なし二 紙 面 き る し 療 て 同 四
。報県 ( ら た 面 る た を 、条

告知 略な業地 若 よ 機 め 適 ZJKL - 次第都

書事 )い務域 し る 能 、切 tナ に一道
の は 。に医 く 閲 を 病 る 掲項府

内 関療 lま 覧 有 院 比 者 げ及県
容法 す支 出 又 す 等 較 カ1 る び 知 現
を第 る援 カ lま る し 病 方第事
次 十 報病 装 電 イ 関 た 院 法二は、

告院 置 磁 ン す 上 等 に項
掲 条 書の の 的 タ る で の よの法
lずの を開 映 言己 I t 't青 病 選 り規第
る 都設 イ象 録 ネ 報 院 択 公 定 六 イ'丁ー

方第 道者 面 ツ を 等 表 に 条
法二 府は 言己 ト容 を 必 しょの
に項 県 表 録 を 易 選 要 なり一
よの 知次 刀て さ 活 択 な け報第
り規 事に す れ 用 検 す 情 れ 告 五
公定 に掲 る た し 索 る 報 ばさ項
表に 提げ 方 情 た す

ラF

を なれの」

す よ 出る 法報 方 る と $ ら た 規
るり し事 の 法 ヤ

を 易 な事定」

も
、

な項 内 と 支 い項に
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一
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
た
方
法

二
書
面
に
よ
る
閲
覧
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内

容
を
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法

第

三

十

五

条

(

略

)

一

第

三

十

五

条

(

略

)

2

合
併
前
の
医
療
法
人
の
い
ず
れ
も
が
持
分
の
定
め
の
あ
る
医
療
法
一

2

合
併
前
の
医
療
法
人
の
い
ず
れ
も
が
持
分
の
定
め
の
あ
る
医
療
法

人
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
前
項
第
五
号
の
合
併
後
存
続
す
る
医
療
一
人
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
前
項
第
五
号
の
定
款
又
は
寄
附
行
為
に

法
人
の
定
款
又
は
寄
附
行
為
に
お
い
て
残
余
財
産
の
帰
属
す
べ
き
者
一
お
い
て
残
余
財
産
の
帰
属
す
べ
き
者
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
と
き

に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
と
き
は
、
法
第
四
十
四
条
第
五
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
を
規
定
す
る
こ
と
す
る
者
以
外
の
者
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
で
き
る
。
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